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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 
平成25年度第１四半期

連結累計期間
平成26年度第１四半期

連結累計期間
平成25年度

 
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

経常収益 百万円 2,770 2,295 10,696

経常利益 百万円 710 170 1,708

四半期純利益 百万円 446 119 ―

当期純利益 百万円 ― ― 762

四半期包括利益 百万円 △700 707 ―

包括利益 百万円 ― ― 351

純資産額 百万円 16,652 18,204 17,519

総資産額 百万円 370,349 385,813 394,122

１株当たり四半期純利益金額 円 80.30 21.44 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 137.13

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

円 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 4.49 4.71 4.44
 

(注) １  当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２  １株当たり情報の算定上の基礎は、「第４  経理の状況」中、「１  四半期連結財務諸表」の「１株当たり

情報」に記載しております。

３  自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末少数株主持分）を（四半期）期末資産

の部の合計で除して算出しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容については、重

要な変更はありません。また、関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについて

は、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループが判断したもの

であります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の金融経済は、個人消費や住宅投資が、消費税率増税前の駆け込み需

要の反動による振れを伴いつつも、雇用・所得環境が改善するもとで底堅く推移し、緩やかな回復が続きました。

長期金利は0.6％前後の低位安定推移となり、日経平均株価は15,000円台を回復する動きとなりました。また、為

替は１ドル100円台前半の狭いレンジでの推移となりました。

当地山陰においても、個人消費や住宅投資が、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動を伴いつつも底堅く

推移し、雇用・所得にも改善の動きが見られ、景気は、緩やかな回復が続きました。

その結果、当行グループの平成27年３月期第１四半期連結累計期間における業績は、次のとおりになりました。

当第１四半期連結累計期間の経常収益は、主として有価証券関係収益が減少したことなどから、前年同期比474百

万円減少し2,295百万円となりました。一方、経常費用は、与信関連費用や役務取引等費用が増加したことなどか

ら、全体では前年同期比65百万円増加し2,125百万円となりました。この結果、経常利益は、前年同期比540百万円

減益の170百万円となりました。また、四半期純利益は、前年同期比327百万円減益の119百万円となりました。

セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益が、前年同期比409百万円減少し1,856百万

円、セグメント利益は、前年同期比544百万円減少し、153百万円となりました。また、「リース業」の経常収益

は、前年同期比63百万円減少し471百万円、セグメント利益は、前年同期比４百万円増加し23百万円となりました。

一方、当第１四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産が前連結会計年度末比8,308百万円減少

し、385,813百万円となり、純資産は、前連結会計年度末比685百万円増加し、18,204百万円となりました。

預金は、個人預金が増加しましたが、公金預金が減少したことなどから、全体では前連結会計年度末比9,311百万

円減少し、340,167百万円となりました。

貸出金は、中小企業向け貸出が資金需要の低迷などにより減少しましたが、地公体向け貸出が増加したことなど

から、全体では前連結会計年度末比70百万円増加し、248,520百万円となりました。

また、有価証券は、前連結会計年度末比3,036百万円増加し、101,818百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

当行及び連結子会社は、海外拠点等を有していないため、国内・海外別収支等にかえて、国内取引を「国内業

務部門」・「国際業務部門」に区分して記載しております。

当第１四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門1,308百万円、国際業務部門△０百万円、合計（相

殺消去後。以下、同じ。）で1,302百万円となりました。また、役務取引等収支は、国内業務部門29百万円、国際

業務部門０百万円となり、合計で29百万円となりました。その他業務収支は、国内業務部門66百万円、国際業務

部門０百万円となり、合計で66百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 1,475 2 4 1,473

当第１四半期連結累計期間 1,308 △0 5 1,302

  うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 1,638 2 10 1,631

当第１四半期連結累計期間 1,471 ― 12 1,459

  うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 163 0 5 157

当第１四半期連結累計期間 162 0 6 156

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 26 0 0 26

当第１四半期連結累計期間 29 0 0 29

  うち役務取引等
  収益

前第１四半期連結累計期間 154 0 0 154

当第１四半期連結累計期間 170 0 0 170

  うち役務取引等
  費用

前第１四半期連結累計期間 127 0 ― 127

当第１四半期連結累計期間 140 0 ― 141

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 215 0 ― 215

当第１四半期連結累計期間 66 0 ― 66

  うちその他業務
  収益

前第１四半期連結累計期間 215 0 ― 215

当第１四半期連結累計期間 66 0 ― 66

  うちその他業務
  費用

前第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結累計期間 ― ― ― ―
 

(注) １ 「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

２ 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の資金貸借の利息及び連結会社間の取引であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門170百万円、国際業務部門０百万円となり、合計

（相殺消去後。以下、同じ。）で170百万円となりました。また、役務取引等費用は、国内業務部門140百万円、

国際業務部門０百万円となり、合計で141百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 154 0 0 154

当第１四半期連結累計期間 170 0 0 170

  うち預金・貸出
  業務

前第１四半期連結累計期間 49 ― ― 49

当第１四半期連結累計期間 48 ― ― 48

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 38 0 0 38

当第１四半期連結累計期間 38 0 0 37

  うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 0 ― ― 0

当第１四半期連結累計期間 0 ― ― 0

  うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 2 ― ― 2

当第１四半期連結累計期間 1 ― ― 1

  うち保護預り・
  貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 0 ― ― 0

当第１四半期連結累計期間 1 ― ― 1

  うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 1 ― ― 1

当第１四半期連結累計期間 2 ― ― 2

  うち投資信託
  窓販業務

前第１四半期連結累計期間 27 ― ― 27

当第１四半期連結累計期間 26 ― ― 26

  うち保険窓販業務
前第１四半期連結累計期間 32 ― ― 32

当第１四半期連結累計期間 52 ― ― 52

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 127 0 ― 127

当第１四半期連結累計期間 140 0 ― 141

  うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 10 0 ― 10

当第１四半期連結累計期間 10 0 ― 10
 

(注) １ 「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

２ 相殺消去額は、連結会社間の取引であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 333,006 ― 207 332,799

当第１四半期連結会計期間 340,386 ― 218 340,167

  うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 105,791 ― 43 105,747

当第１四半期連結会計期間 111,213 ― 56 111,156

  うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 226,235 ― 164 226,071

当第１四半期連結会計期間 227,066 ― 162 226,904

  うちその他
前第１四半期連結会計期間 979 ― ― 979

当第１四半期連結会計期間 2,106 ― ― 2,106

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

総合計
前第１四半期連結会計期間 333,006 ― 207 332,799

当第１四半期連結会計期間 340,386 ― 218 340,167
 

(注) １  流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２  定期性預金＝定期預金＋定期積金

３  「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

４  相殺消去額は連結会社間の取引であります。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内 (除く特別国際金融取引勘定分) 238,511 100.00 248,520 100.00

  製造業 11,255 4.72 11,124 4.48

  農業，林業 238 0.10 268 0.11

  漁業 199 0.08 65 0.03

  鉱業，採石業，砂利採取業 684 0.29 680 0.27

  建設業 14,789 6.20 12,991 5.23

  電気・ガス・熱供給・水道業 144 0.06 661 0.27

  情報通信業 273 0.11 374 0.15

  運輸業，郵便業 3,062 1.28 2,909 1.17

  卸売業，小売業 17,463 7.32 17,680 7.11

  金融業，保険業 21,338 8.95 22,782 9.17

  不動産業，物品賃貸業 29,541 12.39 29,751 11.97

  学術研究，専門・技術サービス業 1,573 0.66 2,675 1.08

  宿泊業 2,833 1.19 2,768 1.11

  飲食業 2,902 1.22 2,609 1.05

  生活関連サービス業，娯楽業 3,942 1.65 4,130 1.66

  教育，学習支援業 1,064 0.45 1,100 0.44

  医療・福祉 10,930 4.58 11,433 4.60

  その他のサービス 8,132 3.41 7,232 2.91

  地方公共団体 26,641 11.17 31,823 12.81

  その他 81,498 34.17 85,455 34.38

海外及び特別国際金融取引勘定分 ─ ─ ─ ─

  政府等 ─ ─ ─ ─

  金融機関 ─ ─ ─ ─

  その他 ─ ─ ─ ─

合計 238,511 ― 248,520 ―
 

(注) １  国内とは、当行及び連結子会社であります。

２  当行及び連結子会社は海外に拠点等を有していないため、「海外」は該当ありません。

 

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。また、研究開発活動については該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,600,000

Ａ種優先株式 18,600,000

計 18,600,000
 

(注)  当行の発行可能株式総数は18,600,000株であり、普通株式及びＡ種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれ

ぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,576,000 同左
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

計 5,576,000 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 ─ 5,576 ─ 6,636 ─ 472
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

18,000
― 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,484,700
54,847 同上

単元未満株式
普通株式

73,300
― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,576,000 ― ―

総株主の議決権 ― 54,847 ―
 

(注) 上記の「単元未満株式」の欄には、当行の所有する自己株式が12株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社島根銀行

島根県松江市東本町
二丁目35番地

18,000 ─ 18,000 0.32

計 ― 18,000 ─ 18,000 0.32
 

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭

和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２  当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成26年４月１日  至平

成26年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日  至平成26年６月30日）に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 現金預け金 20,724 15,728

 コールローン及び買入手形 11,800 5,000

 買入金銭債権 - 499

 有価証券 98,781 101,818

 貸出金 ※１  248,449 ※１  248,520

 外国為替 4 5

 リース債権及びリース投資資産 3,527 3,555

 その他資産 1,489 1,794

 有形固定資産 5,300 5,241

 無形固定資産 309 314

 繰延税金資産 85 85

 支払承諾見返 7,276 7,040

 貸倒引当金 △3,626 △3,791

 資産の部合計 394,122 385,813

負債の部   

 預金 349,479 340,167

 借用金 14,246 15,293

 社債 1,700 1,700

 その他負債 2,126 1,474

 退職給付に係る負債 302 97

 役員退職慰労引当金 249 222

 睡眠預金払戻損失引当金 17 17

 偶発損失引当金 60 64

 繰延税金負債 481 867

 再評価に係る繰延税金負債 662 662

 支払承諾 7,276 7,040

 負債の部合計 376,602 367,609

純資産の部   

 資本金 6,636 6,636

 資本剰余金 472 472

 利益剰余金 6,498 6,595

 自己株式 △42 △42

 株主資本合計 13,564 13,661

 その他有価証券評価差額金 2,886 3,466

 土地再評価差額金 1,095 1,095

 退職給付に係る調整累計額 △44 △36

 その他の包括利益累計額合計 3,937 4,524

 少数株主持分 17 18

 純資産の部合計 17,519 18,204

負債及び純資産の部合計 394,122 385,813
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

経常収益 2,770 2,295

 資金運用収益 1,631 1,459

  （うち貸出金利息） 1,189 1,160

  （うち有価証券利息配当金） 435 290

 役務取引等収益 154 170

 その他業務収益 215 66

 その他経常収益 ※１ 769 ※１ 599

経常費用 2,059 2,125

 資金調達費用 157 156

  （うち預金利息） 129 129

 役務取引等費用 127 141

 営業経費 1,228 1,232

 その他経常費用 ※２ 545 ※２ 595

経常利益 710 170

税金等調整前四半期純利益 710 170

法人税等 264 50

少数株主損益調整前四半期純利益 446 119

少数株主利益 0 0

四半期純利益 446 119
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 446 119

その他の包括利益 △1,146 587

 その他有価証券評価差額金 △1,146 579

 退職給付に係る調整額 - 8

四半期包括利益 △700 707

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △700 707

 少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法

を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に対応する単一年数

の債券利回りを基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一

の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が180百万円減少し、利益剰余金が116百万円増

加しております。また、当第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であり

ます。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日)

１  税金費用の処理

当行及び連結子会社の税金費用は、当第１四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しておりま

す。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

破綻先債権額 701百万円 1,571百万円

延滞債権額 12,488百万円 11,635百万円

３ヵ月以上延滞債権額 8百万円 28百万円

貸出条件緩和債権額 1,052百万円 1,037百万円

合計額 14,250百万円 14,272百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１  その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日)

株式等売却益 220百万円 133百万円

償却債権取立益 24百万円 8百万円
 

 

※２  その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日)

貸倒引当金繰入額 42百万円 164百万円

株式等償却 9百万円 1百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日)

減価償却費 105百万円 110百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１  配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額 (円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 138 25 平成25年３月31日 平成25年６月28日
利益
剰余金

 

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日)

１  配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額 (円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 138 25 平成26年３月31日 平成26年６月30日
利益
剰余金

 

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額銀行業 リース業 計

経常収益        

  外部顧客に対する経常収益 2,254 514 2,768 1 2,770 ― 2,770

  セグメント間の内部経常収益 10 20 31 ― 31 △31 ―

計 2,265 534 2,800 1 2,801 △31 2,770

セグメント利益 698 18 716 1 718 △7 710
 

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常

収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

２  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード事業を営

んでおります。

３  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

４  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日)

１  報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連
結損益計
算書計上

額銀行業 リース業 計

経常収益        

  外部顧客に対する経常収益 1,843 450 2,294 1 2,295 ― 2,295

  セグメント間の内部経常収益 12 20 32 ― 32 △32 ―

計 1,856 471 2,327 1 2,328 △32 2,295

セグメント利益 153 23 177 1 178 △8 170
 

(注) １ 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常

収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。

２  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード事業を営

んでおります。

３  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

４  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの

は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度（平成26年３月31日）

科目
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 20,724 20,724 ―

コールローン及び買入手形 11,800 11,800 ―

有価証券    

  満期保有目的の債券 7,531 8,003 471

  その他有価証券 91,011 91,011 ―
 

 

当第１四半期連結会計期間（平成26年６月30日）

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

現金預け金 15,728 15,728 ―

コールローン及び買入手形 5,000 5,000 ―

有価証券    

  満期保有目的の債券 7,959 8,425 465

  その他有価証券 94,119 94,119 ―
 

 

(注) １  現金預け金の時価の算定方法

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。

２  コールローン及び買入手形の時価の算定方法

これらは、約定期間が短期間（翌日物）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

を時価としております。

３ 有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券は「日本証券業協会」が公表する価格、合理的に算定された価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。投資信託は公表されている基準価格又は合理的に算定された価

格によっております。

自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場

合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項につ

いては、「（有価証券関係）」に記載しております。
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(有価証券関係)

※１  企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの

は、次のとおりであります。

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。

 

１  満期保有目的の債券

前連結会計年度 (平成26年３月31日)

 
連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 5,490 5,830 339

社債 2,040 2,173 132

その他 ― ― ―

合計 7,531 8,003 471
 

 

当第１四半期連結会計期間 (平成26年６月30日)

 
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 5,491 5,824 332

社債 1,968 2,102 133

その他 499 499 ―

合計 7,959 8,425 465
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２  その他有価証券

前連結会計年度 (平成26年３月31日)

 

 取得原価(百万円)
連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 4,209 5,608 1,398

債券 69,734 71,110 1,376

  国債 44,804 45,848 1,044

  地方債 2,864 2,904 40

  社債 22,065 22,357 291

その他 12,603 14,291 1,688

合計 86,547 91,011 4,463
 

 

当第１四半期連結会計期間 (平成26年６月30日)

 

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 4,135 5,727 1,591

債券 70,252 71,925 1,672

  国債 46,209 47,501 1,291

  地方債 3,049 3,111 61

  社債 20,993 21,312 319

その他 14,370 16,466 2,095

合計 88,758 94,119 5,360
 

(注)    その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで

回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸

借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理

（以下「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額は、株式７百万円であります。

当第１四半期連結累計期間における減損処理はありません。

なお、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。

(1)株式・受益証券

時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。

(2)債券

①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。

②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格

付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日)

  １株当たり四半期純利益金額 円 80.30 21.44

 (算定上の基礎)    

  四半期純利益 百万円 446 119

  普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

  普通株式に係る四半期純利益 百万円 446 119

  普通株式の期中平均株式数 千株 5,558 5,557
 

(注)  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

　

平成26年８月７日

株式会社島根銀行

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    脇    田    勝    裕    ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    桃    原    一    也    ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀

行の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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